
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成３０年７月２０日 １２時３０分ごろ 

発生場所 香川県直島町直
なお

島北西方沖（直島北西方灯浮標） 

讃岐
さ ぬ き

寺島灯台から真方位２６７°９５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.８′ 東経１３３°５７.７′） 

事故の概要 引船ゆうなぎ丸は、はしけ＜大
だい

＞９００及びはしけ＜大
だい

＞８２０と

引船列を構成して西南西進中、＜大＞８２０が灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年８月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 ゆうなぎ丸、１９トン 

   ２６０－４８５１２大阪、大廣海運株式会社（Ａ社） 

Ｂ はしけ ＜大＞９００、総トン数不詳（全長約３９ｍ） 

   なし、Ａ社 

Ｃ はしけ ＜大＞８２０、総トン数不詳（全長約３９ｍ） 

   なし、三協海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定  

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船首部外板に擦過傷 

灯浮標 上部構造物に曲損、太陽電池モジュールに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.６ｍ、潮流 南南西流約１.３ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船及びＣ船に作業員１人を

それぞれ乗せ、Ｂ船、Ｃ船の順にえい
．．

航索で接続して全長約１５６ｍ

となった引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成して西南西進

した。 

Ａ船引船列は、船長Ａが、直島北西方灯浮標（以下「本件灯浮標」

という。）との距離を十分確保できていない状態で南南西方に圧流さ

れていたところ、左舵を取って変針した際、Ｃ船の船首が本件灯浮標

に近づき、右舵を取ったものの、Ｂ船とＣ船との間のえい
．．

航索及びＣ

船が本件灯浮標に衝突した。 

分析 Ａ船引船列は、西南西進中、本件灯浮標との距離を十分確保できず

に航行していた際、南南西方に圧流されたことから、Ｂ船とＣ船との

間のえい
．．

航索及びＣ船が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、西南西進中、本件灯浮標との距離を十分



 

確保できずに航行していた際、南南西方に圧流されたため、Ｂ船とＣ

船との間のえい
．．

航索及びＣ船が本件灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・はしけ等をえい
．．

航している場合は、潮流の影響及びはしけ等を含

めた操縦性能を考慮し、航路標識等と安全な通過距離を保って航

行すること。 


